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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月7日(2020.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏光子の少なくとも一面に接着剤層を介在して接合された保護フィルムを含む偏光板に
おいて、
　前記偏光板の水分率が２．８～４．８％であり、
　前記接着剤層は、アセトアセチル基変性ポリビニルアルコール系樹脂、グリオキサール
架橋剤及び２種以上の多価金属イオンの水溶性塩を含む接着剤組成物よりなり、厚さが３
０～２００ｎｍであることを特徴とする偏光板。
【請求項２】
　前記接着剤組成物は、アセトアセチル基変性ポリビニルアルコール系樹脂水溶液及びグ
リオキサール架橋剤を含むＡ液と、アセトアセチル基変性ポリビニルアルコール系樹脂水
溶液及び２種以上の多価金属イオンの水溶性塩を含むＢ液と、を含むことを特徴とする請
求項１に記載の偏光板。
【請求項３】
　前記Ａ液及びＢ液のそれぞれに含まれるアセトアセチル基変性ポリビニルアルコール系
樹脂の固形分の含量は、アセトアセチル基変性ポリビニルアルコール系樹脂水溶液１００
重量％に対して、２．５～４．５重量％であることを特徴とする請求項２に記載の偏光板
。
【請求項４】
　前記多価金属イオンの水溶性塩は、塩化亜鉛、硝酸亜鉛及び硝酸アルミニウムよりなる
群から選択される２種以上であることを特徴とする請求項１に記載の偏光板。
【請求項５】
　前記Ａ液に含まれるグリオキサール系架橋剤の含量は、前記Ａ液に含まれるアセトアセ
チル基変性ポリビニルアルコール系樹脂の固形分総１００重量部に対して、３０～７０重
量部で含まれることを特徴とする請求項２に記載の偏光板。
【請求項６】
　前記多価金属イオンの水溶性塩は、塩化亜鉛、硝酸亜鉛及び硝酸アルミニウムよりなる
群から選択される２種以上を含み、
　前記塩化亜鉛の含量は、前記Ｂ液に含まれるアセトアセチル基変性ポリビニルアルコー
ル系樹脂の固形分総１００重量部に対して、２～１０重量部で含まれることを特徴とする
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請求項２に記載の偏光板。
【請求項７】
　前記多価金属イオンの水溶性塩は、塩化亜鉛、硝酸亜鉛及び硝酸アルミニウムよりなる
群から選択される２種以上を含み、
　前記硝酸亜鉛乃至硝酸アルミニウムの含量は、前記Ｂ液に含まれるアセトアセチル基変
性ポリビニルアルコール系樹脂の固形分総１００重量部に対して、３０～９０重量部で含
まれることを特徴とする請求項２に記載の偏光板。
【請求項８】
　偏光板の水分率が２．８～４．８％であり、前記偏光板に含まれる接着剤層の厚さが３
０～２００ｎｍである偏光板の製造方法において、
　（ａ）偏光子の両面にアセトアセチル基変性ポリビニルアルコール系樹脂、グリオキサ
ール架橋剤及び２種以上の多価金属イオンの水溶性塩を含む接着剤組成物が塗布され、接
着剤層が生成される段階と、
　（ｂ）前記接着剤層上に少なくとも一つ以上の保護フィルムがニップロールにより接合
され、偏光板が製作される段階と、
　（ｃ）前記偏光板が少なくとも２個以上の乾燥路を通過し、乾燥される段階と、を含む
ことを特徴とする偏光板の製造方法。
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